
 

住み始める時から、「いつか出ていく時」に備えておこう！ 

－賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意－ 

 

 全国の消費生活センター等には、賃貸住宅に関するいろいろな相談が寄せられますが、なか

でも、退去時の「原状回復」に関する相談が２月から４月にかけて多くみられます。賃貸借契約

は長期間にわたることも多く、賃貸住宅のキズや汚れ等を借主と貸主のどちらが修繕しなけ

ればならないのか、はっきりせずトラブルになることがあります。 

 

事例をご紹介します。 

・ 敷金礼金不要のアパートを退去したら、契約書の記載と異なるエアコン清掃代や入居前から

あったフローリングのキズの修繕費用まで請求された。（３０歳代、男性） 

・ アパートを退去した際、自分では通常損耗だと思う箇所の修繕費用や、契約書に記載のな

い費用を請求された。（４０歳代、男性） 

 

「原状回復」とは、借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じたキズや汚れ（損傷）等、借主が

通常の使用方法とはいえない使い方をして生じた損傷等を元に戻すことを言います。賃貸借

契約が終了した時、借主は、賃貸住宅の原状回復を行う義務を負います。しかし、借主の責任

によるものでない損傷等や、普通に使っていて生じた損耗（通常損耗）、年月の経過による毀

損（経年劣化）については、原状回復を行う義務はありません。 

 退去時のトラブルを防ぐためには、①契約前に、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。

②入居時には、賃貸物件の現在の状況をよく確認し、写真やメモなどの記録に残しましょう。

③入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。④退去時には、清算内容をよ

く確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。 

 トラブルになった場合は、お近くの自治体の消費生活相談窓口にご相談ください（消費者ホ

ットライン１８８）。 

 

（参考：国民生活センターウエブサイト） 

 


